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○日   時  令和元年７月１６日（火）午後２時０８分から午後２時５０分 

 

○場   所  教育委員会室 

 

○出 席 者 

     教   育   長   矢下  薫 

     教育長職務代理者   髙森 大乗 

     委      員   垣内恵美子 

     委      員   末廣 照純 

     委      員   樋口 清秀 

 

○出 席 者 

     事 務 局 次 長   酒井 まり 

     庶 務 課 長   小澤  隆 

     学 務 課 長   福田 兼一 

     児 童 保 育 課 長   佐々木洋人 

     放課後対策担当課長   西山あゆみ 

     指 導 課 長   小柴 憲一 

     教育改革担当課長   倉島 敬和 
     兼教育支援館長    

     生 涯 学 習 課 長   久木田太郎 

     スポーツ振興課長   櫻井 洋二 

     中 央 図 書 館 長   宇野  妥 

 

○日   程 

 日程第１ 議案審議 

  第３０号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

  第３１号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正す

る規則 

  第３２号議案 東京都台東区教育委員会職員の職務に専念する義務の免除に関する事

務取扱規定の一部改正について 

  第３３号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の通勤手当支給規定の一部改正について 

  第３４号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の旅費支給規定の一部改正について 

 日程第２ 教育長報告 

 １ 報告事項 

 （１）庶務課 
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   ア 「区長への手紙」等にかかる教育委員会の対応について 

 （２）指導課 

   イ 令和元年度教科用図書調査研究委員会からの報告について 

 （３）教育改革担当 

   ウ 台東区学校教育ビジョン策定の進捗状況について 

 ２ その他 

  ・区民文教委員会における教育委員会に関する審議等概要について 

  ・子育て・若者支援特別委員会における教育委員会に関する審議等概要について 
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午後2時08分 開会 

○矢下教育長 ただいまから、令和元年第14回台東区教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の会議録署名委員は、垣内委員にお願いいたします。 

 ここで、傍聴について申し上げます。 

 本日、会議の傍聴を希望する方については、許可することとしておりますので、ご了承

ください。 

 なお、撮影または録音につきましては、所定の手続きを行った場合のみ、許可すること

といたしたいと思います。 

 それではまず、審議順序の変更について、私から申し上げます。 

 日程第2、教育長報告の報告事項、教育改革担当のウについては、議会報告前の案件で

あり、傍聴にはなじまないと思われます。 

 つきましては、順序を変更して、最後に聴取いたしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（異議なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、そのように決定いたしました。 

 

〈日程第１ 議案審議〉 

第３０号議案・第３１号議案・第３２号議案・第３３号議案・第３４号議案 

○矢下教育長 それでは、日程第1、議案審議に入ります。 

 各議案の提案理由及び内容について、説明をお願いします。 

 初めに、第30号議案を議題といたします。なお、関連する第31号議案、第32号議案、第

33号議案及び第34号議案についても、一括して議題といたします。 

 庶務課長、説明をお願いします。 

○庶務課長 それでは、第30号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例施

行規則の一部を改正する規則、第31号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の住居手当に関

する規則の一部を改正する規則、第32号議案、東京都台東区教育委員会職員の職務に専念

する義務の免除に関する事務取扱規程の一部改正について、第33号議案、東京都台東区幼

稚園教育職員の通勤手当支給規程の一部改正について、第34号議案、東京都台東区幼稚園

教育職員の旅費支給規程の一部改正について、これらは人事管理システム導入に伴う規定

整備でございますので、一括してご説明させていただきます。 

 8月1日より、区では、職員の人事管理システムを導入することになっております。あわ

せまして、幼稚園にも同様の人事管理システムを導入いたします。これまで職員は、各種

手当や旅費の申請を紙により行ってまいりましたが、システム導入後、パソコン上で行う

事になります。それに伴いましての規定整備でございます。 

 それではまず、第30号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

の一部を改正する規則をご覧ください。1枚おめくりいただきまして、新旧対照表をご覧
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ください。先ほど申しましたとおり、今回の手続きを踏みまして、給与の口座振替申請、

扶養手当の申請手続きなどをパソコン上で可能とする旨の改正を行うものでございまして、

そこの記載のとおり、条項を新設いたします。電磁計算組織によって、電磁的に表示し、

記録する方法により行うことができるという事を特例として加えるものでございます。 

 なお、ここで規定上の電子計算組織につきましては、法律用語でということで、法律用

語では、パーソナルコンピューターを指しているものでございます。 

 以降、新旧対照表は同様のつくりになっております。第31号議案、東京都台東区幼稚園

教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則では、住居手当の申請が可能にな

るということの改正でございます。 

 第32号議案、東京都台東区教育委員会職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取

扱規程の一部改正についてでは、教育委員会職員の職務免除申請手続きが可能となるとい

う改正でございます。 

 第33号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の通勤手当支給規程の一部改正についてでは、

通勤手当の申請が可能となる改正でございます。 

 第34号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の旅費支給規程の一部改正についてでは、旅

費の申請が可能となるという規定改正になっております。 

 それぞれの規定は、先ほど申し上げましたとおり、電子計算組織、パーソナルコンピュ

ーターにて申請を行うことができる旨の文言をつけ加えたということでございます。 

 施行日は、令和元年8月1日といたします。説明は以上でございます。よろしくご審議の

上、原案どおりご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 これより採決をいたします。 

 第30号議案、第31号議案、第32号議案、第33号議案及び第34号議案については、いずれ

も原案どおり決定いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、第30号議案、第31号議案、第32号議案、第33号

議案及び第34号議案については、原案どおり決定いたしました。 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 

１ 報告事項 

（１）庶務課 ア 

○矢下教育長 次に、日程第2、教育長報告に入ります。 

 まず、報告事項を議題といたします。 
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 庶務課のアについて、庶務課長、ご報告をお願いします。 

○庶務課長 それでは、令和元年6月分の「区長への手紙」等に係る教育委員会の対応に

ついて、ご報告をさせていただきます。資料1をご覧ください。 

 放課後対策担当取扱1件でございます。内容でございますが、根岸こどもクラブのスタ

ッフの態度ということで、子供たちが公共の場である公園を占領するのはいかがなものか。

スタッフも感じが悪いので、先に遊んでいた子供に対しての配慮がなく、改善を強く望む

という内容のものでございました。 

 続きまして、生涯学習課取扱1件でございます。こちらは職員の対応ということで、自

動販売機で、100円の飲料水を買おうと1,000円札を入れたが、つり銭が出てこず、職員に

相談をしたところ、メーカーが対応するまで待っていて欲しいとのことだったので、職員

で立てかえができないのかと聞いたところ、来所するまで待ってほしいという対応だった

と。最終的には職員からつり銭を受け取ったが、1時間ほど経過してしまい次の仕事に影

響が出たので、厳正に対処してほしいというのが要望でございました。 

 続きまして、スポーツ振興課の取扱3件でございます。まず1点目、バスケットゴールの

設置についてということで、区内にバスケットのゴールを整備してほしい、入谷南公園を

候補にできないか。また、駒形中学校のグラウンドを開放してほしいというご要望でござ

います。 

 続きまして、2点目は、リバーサイドプールの利用についてということで、今年から、

プール利用が区内在住・在勤・在学者対象と変更になった、この決定経緯を教えてほしい

というものでございます。 

 最後、3点目でございますが、テニスコートについてということで、台東区は他区と比

較してテニスコートが少ない。リバーサイドに集中しており、浅草橋・蔵前地区からは遠

いので柳北にもう一面つくってほしいというご要望でございます。 

 裏面をご覧ください。最後、中央図書館取り扱い1件でございます。中央図書館でのDVD

等の視聴についてということで、23区の区民か台東区在勤在学者しか利用できないとのこ

とだが、それ以外の人でも身分証明書提示で視聴することはできないかというご要望でご

ざいました。 

 回答を要するものにつきましては、それぞれ記載のとおりの回答をさせていただいたと

ころでございます。 

 説明は以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。 

○樋口委員 職員の対応についてですが、本当に職員の方は大変だと思うのですけど、こ

ういう本来の職分ではない、自動販売機の管理ですから、多分職員の守備範囲と違うと思

うんですね。こういうときに実際にどうしたらいいのかということが、ある一定のそのマ

ニュアルないしはルールをつくって、この方々にも、ルールどおりに我々はやっています

ということを言わないと、これは職員として大変であろうと思います。職員がここのオー
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ナーではないので。こういうときにどうするかというのは、決めておいて、区民の方に理

解をしてもらうということがいいと思うので、そうじゃないと、区民は要望したんだけど

やってくれないということで不満が残ります。ぜひちょっと考えていただいて、よろしく

お願いいたします。 

○生涯学習課長 冒頭のほうの職員の対応についてということで、自動販売機の案件なの

ですが、こちらについては、原則としては、自動販売機の設置事業者と利用された方の間

で直接電話でやり取りをしていただくというのを原則とさせていただいております。この

来所された方に関しては、ちょっとそれでは納得がいかなくて、こちらのほうにご意見を

いただいたということでございます。最終的には、事業者の方に確認を取って職員の方で

建てかえてくださいという確認を取った上で対応をさせていただいたところになります。 

○樋口委員 それは困りますよね。 

○髙森委員 この区民の方を疑うわけではないですが、もし本当に1,000円札を入れたか

どうかも実際はわからないわけですから、区の職員が軽々に対応してはいけないと思いま

す。今のやり方で私はいいと思います。 

 裏面の中央図書館取り扱い分ですが、このDVD等の視聴について、23区の区民か台東区

在勤在学者しか利用できないというその理由というのは、何かあるのでしょうか。 

○中央図書館長 こちらの方は、DVDは、実際には図書館内で視聴できることになってい

まして、実質的には、図書と同じく貸し出しという種類になってしまいまして、こちらに

書いてあるとおり、この貸し出し要件がこちらになっているということでございます。 

○髙森委員 視聴というのは、中で見られるのではなくて、外へ持ち出してということで

すね。 

○中央図書館長 そのとおりでございます。 

○末廣委員 バスケットゴールの設置ですが、柏葉中では毎週月曜日に開放しているとい

うことですが、これはほかの中学ではできないというか、柏葉中だからできるのか、そこ

のところはどういうことになっていますかね。 

○スポーツ振興課長 このバスケットボールの種目につきましては、ここに書いてある柏

葉中のみという形になります。 

○末廣委員 では、ほかの中学なんかはちょっと無理ですかね、解放というのは。 

○スポーツ振興課長 学校のほうで何曜日はコミュニティだったりとか、既に決まってい

る部分がございまして、スポーツ振興課のほうでお借りできる部分については、ここだけ

という状況でございます。 

○樋口委員 固定式バスケットボールのリングと、可動式があって、可動式は本当に気を

つけないと倒れてしまうので、安易に一般開放というわけにいかないですよね。 

○髙森委員 表の放課後対策担当取扱分の根岸こどもクラブのスタッフの態度についての

案件ですけれども、これについては状況がよくわからないのですが、学童の子供たちが公

共の場である公園で遊んでいたというのは、学童に通っている時間帯に遊んでいたのか、
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それとも学童に通う前なのか、どのような状況なのでしょうか。 

○放課後対策担当課長 根岸こどもクラブにつきましては、上根岸公園の横にありまして、

日常の学童に通っている間の時間帯でまとまって外遊びに公園を利用させていただいてお

るというところです。 

○髙森委員 その活動は、学校での活動ではないわけですから、こどもクラブの活動なの

ですけれども、公共の場ではあるわけですから、学童の子供たちはそこを使ってはいけな

いということではないと思いますが、どういった状況でこのご意見が今寄せられているの

でしょうか。 

○放課後対策担当課長 子供たちも学童の部屋にだけいるというのですと、なかなかスト

レスにもなってしまいますし、外遊びというのは、やはり子供たちにとっても楽しい時間

になっています。ですが、子供が公園に何人もまとまって行くので、それを見て先に使っ

ていらっしゃる方が驚かれてしまうということは間々あることだと思っております。今回

も子供がまとまった数で出てきて驚かれてしまったようです。公園はもちろん学童だけの

ものでもないですし、皆さんの場所でございますので、使う前、利用する前に子どもたち

にも、先に遊んでいる子供だとか、幼児を連れた親御さんたちとかも見えますので、使う

際の配慮という事について、確認してから利用しようねということで、子供たちに伝える

ということは、事業者のほうで申しておりました。 

 また、スタッフの態度についてなのですけれども、配慮はしているのですけれども、や

はりちょっと足りていない部分もあったかもしれないということです。今後も接遇や公園

利用者、先に使っていらっしゃる公園利用者への配慮というのはきちんとしていきましょ

うということを、区からもお話して、事業者もそうですねということで、お話は聞いてい

ただいているところです。 

○髙森委員 事業者のスタッフの人数にもよるでしょうけれども、目が届かない、手が行

き届かないところもあると思うので、その辺について、事業者のほうから状況の説明等は

ありましたか。 

○放課後対策担当課長 公園に行く際もスタッフ一人だけということはなくて、複数人で

見てはいるのですが、やはり子供たち、外遊び楽しいといって、勢いよく外に行ってしま

うことがありますので、その部分については、きちんと注意はしていくということで伺っ

ております。 

○矢下教育長 よろしいでしょうか。 

 それでは、庶務課のアについては、報告どおり了承願います。 

 

（２）指導課 イ 

○矢下教育長 次に、指導課のイについて、指導課長、報告をお願いします。 

○指導課長 それでは、連和元年度教科用図書調査研究委員会からの報告についてご説明

申し上げます。 
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 2点、小学校、それから中学校、分けてご説明申し上げます。 

 まず、来年度より使用する小学校教科用図書の調査結果として、このたび調査研究委員

会委員長より、様式1が提出されました。 

 これまでの調査の経過についてご説明いたします。台東区教育委員会では、資料作成委

員会、調査研究委員会を設置し、教科書採択の事務を行ってまいりました。初めに、第1

回調査研究委員会では、調査研究委員長から、資料作成委員会委員長に教科用図書の調査

を依頼いたしました。その後、資料作成委員会委員長から、資料作成委員会の各委員に調

査報告を作成するよう指示をいたしました。その後、資料作成委員会から、調査研究委員

会あてに調査結果の報告があり、第2回・第3回調査研究委員会において、報告書の検討を

行ったところでございます。作成されました調査結果の報告書、様式1及び、6月1日から7

月3日まで実施いたしました教科書展示会の際のアンケートにつきましては、教育委員の

皆様へ配付させていただきます。 

 続きまして、中学校教科用図書に関する調査研究資料についてです。本件につきまして

は、4月の第4回定例教育委員会において中学校教科用図書採択の進め方等について、平成

30年度検定において、新たな図書の申請がなかったため、前回の平成26年度検定合格図書

の中から採択を行うということや、4年間の使用実績を踏まえつつ平成27年度採択におけ

る調査研究の内容等を活用することも考えられることとの文部科学省の通知があったこと

により、本区では、平成27年度の採択がえのときに、当時の調査研究委員会から報告され

た資料等を活用し、採択を行うことについてご説明いたしました。 

 その資料につきましても、教育委員の皆様へ配付させていただきます。 

 教育委員の先生方には今後本報告書に基づきまして、内容の検討を進めていただき、教

科用図書の採択を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 なお、特別支援学級教科用図書につきましては、次回の定例教育委員会においてご説明

させていただきます。 

 以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、指導課のイについては、報告どおり了承願います。 

 

２その他 

 

○矢下教育長 次に、その他事項についてでございます。 

 お手元に資料を配付させていただいております。後ほどご覧いただければと思いますが、

ご質問や補足の説明などはございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 
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（なし） 

○矢下教育長 その他、何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、会議の冒頭に申し上げましたとおり、これより議会報告前の案

件について、聴取いたしたいと思います。 

 恐れ入りますが、傍聴人の方はご退室をお願いいたします。 

（傍聴人退室） 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 

１ 報告事項 

（３）教育改革担当 ウ 

○矢下教育長 それでは、教育長報告の報告事項を議題といたします。教育改革担当のウ

について、教育改革担当課長、報告をお願いします。 

○教育改革担当課長 それでは、私から、台東区学校教育ビジョン策定の進捗状況につい

て、ご報告申し上げます。資料は2でございます。 

 項番1、進捗状況についてでございます。本件につきましては、本年5月8日の本委員会

において、台東区学校教育ビジョン中間のまとめについて、ご報告をしたところでござい

ます。その後、5月24日、区民文教委員会において、中間のまとめを報告し、了承を得ま

した。続いて、5月28日火曜日から6月17日月曜日にかけての3週間にわたり、中間のまと

めのパブリックコメントを実施いたしました。パブリックコメントの実施結果につきまし

ては、項番2でご説明申し上げます。パブリックコメントの結果を受けまして、庁内検討

会を開き、その後、7月3日に専門部会を開催し、先週でございますが7月11日に策定委員

会を開催いたしました。また、本ビジョンの中間のまとめにつきましては、これまでの過

程で若干の修正を加え、最終素案として現在まとめております。本日別紙1としてお配り

いたしましたので、ご覧いただければ幸いでございます。修正箇所につきましては、マー

キングをしてございます。 

 修正した点といたしましては、総合教育会議で決定した改定後の教育大綱と5月24日の

区民文教委員会で報告した際に受けました指摘事項を反映した部分として、幾つかござい

ます。 

 それでは、区民文教委員会を受けて修正した箇所について冊子であります、別紙1にて、

順にご説明申し上げます。多少ページが前後いたしますが、お許しいただければと存じま

す。 

 まず、施策に関する説明が具体的過ぎるのではないかというご指摘があったため、20ペ

ージをお開きいただけますでしょうか。20ページの施策の二つ目、グローバルに活躍する

人材の育成の項目におけるALTの右側に薄く網掛けになっていますが、等という言葉をつ
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け加えました。同様に、27ページをお開きいただければと存じます。 

 施策二つ目になります、安全安心な施設設備の充実の項目について、「防犯ブザーの貸

与」という箇所を、「防犯ブザー等の子供の安全に資する防犯器具の貸与」といたしまし

た。 

 続きまして、お隣の26ページでございます。施策の三つ目、働き方改革の推進のところ

でございますが、働き方改革プランの名称を明記したほうがよいのではないかという指摘

を受けまして、ご覧のとおり、「台東区立学校における働き方改革プラン」（平成30年12

月策定）に基づきと加筆をいたしました。 

 続きまして、24ページをお開きいただければと存じます。施策の四つ目でございます。

個人の性的指向や性自認に対する正しい理解と適切な配慮の項目でございますが、この項

目の2行目は、もともとはこのように書いてありました。「又、保護者（本人）からの」

というような標記でありまして、また、本人の部分が括弧書きになっていたところですが、

この括弧を削除するとともに、ご覧のとおり保護者または本人からのといたしました。ま

た、その後、その後ろ、「学校と保護者が」とございましたところを、「学校と保護者又

は本人とが」というふうな表記に直してございます。 

 続きまして、25ページでございます。家庭への支援、施策の一つ目でのところでござい

ますが、ここの項目について、子育てに対する不安は、入園や入学だけではないのではな

いかと。もっと幅広く記述をしていただきたいという指摘を受けまして、ご覧のとおり、

冒頭に「子供への養育やかかわり方で悩む保護者」というような表現を挿入するとともに、

もともとございました「園や小学校への入園・入学を控え、不安を抱いている保護者」と

いう表記を削除いたしました。また、2行目の「その不安」の部分に「孤立感」を加えて

ございます。 

 続きまして、35ページ、後ろのほうになります。教育行政の役割という所をご覧いただ

ければと存じます。（4）でございます。ここでは、区民文教委員からは、家庭への支援

について、これまで教育行政はさまざまな対応をしていることは承知しているのだが、本

ビジョンにおいても教育行政における家庭への支援について明確に記述していただきたい

旨がございました。これを受けてご覧のとおり加筆したものでございます。 

 ここまでが5月24日の区民文教委員会を受けての修正でございます。 

 続きまして、項番2、パブリックコメントの実施状況について、ご説明をいたします。

資料一番はじのレジュメに戻っていただければと存じます。 

 （1）実施概要でございますが、前回の報告でもご説明しておりますので、簡単にご説

明申し上げます。実施機関は①に記載のとおりでございます。②周知方法でございますが、

以前の報告では、区のホームページ及び広報たいとうとお伝えしているところでございま

すが、二つ目の記載の校園長に依頼をし、園だよりや、学校だより等でも保護者に向けて

周知したところでございます。③閲覧場所は記載のとおりでございます。 

 （2）実施の結果でございます。恐れ入りますが、別紙2、ステープラどめになっている
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ものでございます。別紙2のほうをお読みいただければと存じます。台東区学校教育ビジ

ョンパブリックコメントの結果でございます。上の段から3段目のところに、意見受付件

数がございます。区内在住・在勤の方で、匿名でないものを件数としてございます。結果

は12人の方から23件の意見を頂戴いたしました。下段、表の見方でございますが、左側が

23件のご意見の項番としてお示しをしてございます。表の真ん中、ご意見でございますが、

こちらはいただいた意見をそのまま掲載してございます。そして表の右側、そのご意見に

対する区の考え方でございまして、事務局にて文案を作成いたしまして、関係課と協議を

してまとめたものでございます。また、この表の並び順でございますが、関連するページ

で並べてございます。先日行われましたビジョンの策定委員会においてもこのパブリック

コメントの実施結果を報告し、ご意見をいただいた上で了承を得たところでございます。

なお、こちらのパブリックコメントを受けてビジョンの最終素案に反映させた箇所はござ

いません。 

 いずれのご意見につきましても。既に中間のまとめに記載をし、方向性を示しているも

のであると考えております。本委員会でもご了承いただきましたらば、区の公式ホームペ

ージに掲載する予定でございます。 

 それでは、いただいたご意見と区の考え方について、順に、簡単ではございますが、ご

説明を申し上げます。 

 まず項番1、こちらは学校園という用語についてのご意見でございまして、このことは

御覧のとおり、ビジョンの4ページに記載がございますというような答え方をしてござい

ます。 

 項番2は、ひとづくりについてのご意見でございまして、ビジョンのご覧のページが関

連する箇所でございます。 

 おめくりいただければと存じます。項番3、こちらは基本理念、施策目標4に関係してお

りまして、積極的に施策を推進してほしいというご意見でございます。 

 項番4、こちらは育てたい人間像について。そして項番5は、育てたい人間像及び施策目

標1に関することでございました。 

 ページをめくっていただきまして、項番6でございます。こちらは長文となっておりま

すが、内容といたしましては、幼稚園の行事が宗教色をなくしているといったご意見でご

ざいまして、これに対しては、特定の宗教に変調せず、文化的に調和のとれた教育活動を

展開しているとの回答を記載してございます。 

 さらにおめくりいただきまして、項番7でございます。道案内できるくらいの語学力や

意欲を小学校から導入してほしいというご意見でした。 

 そして項番8は、地域に根差した教育に関するご意見でございます。 

 次の項番9も、これはページをまたがって長文になっておりますが、内容といたしまし

ては、区の文化的特色を生かした教育の推進に関するご意見でございました。 

 項番10、下の方になりますが、10ページをめくっていただきますと、項番11。この二つ
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については、特別支援教育に関するご意見でございます。回答といたしましては、これま

での取り組みと今後について、記載してございます。 

 ページがさらに進みまして、項番12では、多様なニーズを具現化する教育について手厚

い指導が行われているというご意見。 

 そして項番13は、子供にかかわるトラブルへの対応についてのご意見でございます。 

 項番14は、児童虐待への対応についてのご意見でございまして、これに対しては、子ど

も家庭支援センターを中心としての対応を回答してございます。 

 ページをさらにめくっていただきまして、項番15・16。こちらは、学校における働き方

改革に関する意見でございました。 

 項番17、こちらは放課後における子供の安全安心について。 

 項番18は文化施設の教育的活用に関するご意見でございます。 

 更にページを進んでいただきまして、項番19でございます。こちらは0歳から15歳まで

の一貫した教育の推進について。 

 番20は、施策目標4、施策の方向性16の教育行政における学校園経営の支援についての

ご意見でございます。 

 項番21から23にかけましては、ビジョン全体に関するご意見でございます。例えば項番

21は施策が細かくてわかりやすいという意見、項番22は、長過ぎて最後まで読むのが大変

という意見。そして最後の項番23は、事業の確実な実施を求めるご意見でございます。 

 簡単ではございますが、23件の意見の概要については、以上となります。 

 では、一番はじめの資料2のレジュメ資料に戻っていただければと存じます。項番3、ス

ケジュールでございます。本ビジョンの最終案を検討するため、8月に最終の策定委員会

及び専門部会を開催いたします。その後、9月の教育委員会、政策会議に報告した上で、

10月の区民文教委員会に報告をしてまいります。 

 また、あわせて個別事業への反映といたしましては、改定された学校教育ビジョンの体

系に合わせて、学びのキャンパス台東アクションプランを検討してまいります。 

 アクションプランは令和2年度以降の行動計画として策定し、新規拡充の事業及び継続

する事業についてお示しをしてまいります。アクションプランの策定の進捗状況につきま

しても、今後本委員会にて報告をいたします。 

 長くなりましたが、報告は以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。 

○垣内委員 24ページの最後の性自認に関する理解と書いてあるところですけれども、こ

れは保護者または本人ということは、学校と保護者というケースと、学校と本人というケ

ースがあって、学校と保護者・本人というケースはないという理解ですかね。 

○教育改革担当課長 さまざまなケースがあるということがまず大前提でございまして、

もともと学校と保護者という関係だったのですが、本人と保護者の考えが違うこともある

だろうと。保護者が直接学校に相談することもあるだろうということで、どちらからでも
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アプローチが可能であるというようなニュアンスでこのような表現にしてございます。三

者ということも当然あると思います。 

○垣内委員 適切な配慮なので三者もありかなと思います。これを読むと、日本語的には

どっちかに、つまり、アンド・オアじゃなくて、オアになっているような気がしたので、

お尋ねさせていただきました。 

○髙森委員 私もそれはちょっと気になったところです。 

○教育改革担当課長 ありがとうございます。 

 意味といたしましては、三者も当然ありますし、個別もあるということでございますが、

今のようなご指摘を受けまして、中黒というような形に修正したいと思います。 

○髙森委員 パブリックコメントへの回答の区の考え方のところで、例えば、項番2で、

この方がおっしゃるには、今回の教育ビジョンが、台東区という言葉にあまりにも執着し

ているのではないかというような内容の質問ですね。でも、これは台東区の学校教育ビジ

ョンなので、私はこれでいいと思うのです。そのこともちょっといれたらいいのではない

ですか。国は国、都は都で、これはあくまでも台東区の学校教育ビジョンなので。例えば、

私立大学だったらば、その私立大学のいろいろなビジョンあるいは建学の精神などがある

わけですよね。それを全てに普遍的なものにしろというのは、私は違うのではないかと思

います。意見です。 

○樋口委員 ちょっと気になるのですが、ここの宗教行事のところで、クリスマスの活動

とか、花祭りとか、公立幼稚園ではやっていないのでしょうか。 

○指導課長 例えばクリスマスの時期に、ある園では、園長が赤い服を着てというような

事をやっているところもありますし、まして、そういうことをやらなくても、その時期に

なれば、環境構成でそういうサンタクロースであるとかトナカイが掲示されたりというよ

うなことはあります。また、3月3日近くなれば、当然お雛様を掲示したり、飾ったりとい

うようなことは、環境として、やはり子供を育てております。 

○樋口委員 宗教じゃなくて、文化を学ぶ。宗教文化を学ぶというので、ちょっとこの方

は誤解されているし、そうじゃない見方だってあるわけですから。 

○末廣委員 今の話ですけれども、やはり特定な宗教に基づくものというのは、いろいろ

と具合が悪いと思いますが、今までやはり文化的なものとして、ずっと昔から継承されて

きたいろいろなお祭りとかそういうのがありますよね。そういうのはやっぱりどんどん取

り入れて行ったほうがいいと思います。 

○指導課長 おっしゃるとおりだと思います。したがって、回答のところには、特定の宗

教に偏重せず、そして、文化的な調和という言葉を使わせていただいております。 

○教育改革担当課長 この内容につきましては、策定委員会の場でも議論になりまして、

そこで、園長会の代表の園長先生がいらっしゃっていまして、実際にこのようにお感じに

なられている保護者がいるという事を認識しつつ、園長会でもこの件については話題にし

てみますということはおっしゃっていました。 



14 

 加えてそこで申されたのは、決してこういうような取り組み、いわゆるクリスマス会と

いう名称を使うか、使わないかは別としても、先ほど指導課長が言ったとおり、その季節

季節に応じたイベントものはやっているというような園長先生のお言葉でございました。 

○樋口委員 ある人が違和感を持つということは、これの目的が理解されていない。その

効果が理解されていないところで起こるので、どうしてやるのかという話をした時に、宗

教を学ぶという言い方よりも、やっぱり先ほども言いましたけど、異文化理解だと。これ

だけのグローバル化社会において、いろいろなルーツを持った人たちがいますよと。 

○末廣委員 異文化理解だけじゃなくて、日本の昔からの文化を理解するとか、そういう

意味も結構あると思います。だから、ひなまつりとか、七夕まつりとか、いろいろと今ま

でそういうのが残ってきていると思っています。 

○髙森委員 ちなみに、公立園の場合に、クリスマス会という名称でこういった取り組み

をしている園はございますか。 

○指導課長 記憶の範囲では、おたのしみ会であるとかという用語はよく聞くんですが、

ちょっとはっきりとはわからないです。 

○髙森委員 当然、いま園に通っている保護者や子供たちはさまざまな宗教に属している

人たちもいるわけで、そういった人たちに対して、例えば、園行事に、クリスマス会とい

う言葉を当てた場合に、何等かの違和感を感じたり、あるいは拒否反応を起こす場合もあ

りますから、こういった表現の仕方の工夫も必要だなとは思います。 

○矢下教育長 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、教育改革担当のウについては、報告どおり了承願います。 

 

３ その他 

○矢下教育長 その他、何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 以上をもって、本日予定された議事日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、本日の定例会を閉じ、散会いたします。 

午後2時50分 閉会 

 


